
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
九
号

放
送
大
学
学
園
に
関
す
る
省
令

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る

た
め
、
放
送
大
学
学
園
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
会
計
の
原
則
）

第
一
条
　
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う

も
の
と
す
る
。

２
　
金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
企
業
会
計
審
議
会
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
の
基
準
は
、
前
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
放
送
大
学
学
園
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基

準
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

（
会
計
処
理
）

第
二
条
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
学
園
が
業
務
の
た
め
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
償
却
資
産
に
つ
い
て
そ
の
減
価
に
対

応
す
べ
き
収
益
の
獲
得
が
予
定
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
償
却

資
産
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
指
定
を
受
け
た
資
産
の
減
価
償
却
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
費
は
計
上
せ
ず
、
資
産
の
減
価
額
と
同
額

を
拠
出
剰
余
金
に
対
す
る
控
除
と
し
て
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
対
応
す
る
収
益
の
獲
得
が
予
定
さ
れ
な
い
資
産
除
去
債
務
に
係
る
除
去
費
用
等
）

第
二
条
の
二
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
学
園
が
業
務
の
た
め
保
有
し
又
は
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
有
形
固
定
資
産
に

係
る
資
産
除
去
債
務
に
対
応
す
る
除
去
費
用
に
係
る
費
用
配
分
額
及
び
時
の
経
過
に
よ
る
資
産
除
去
債
務
の
調
整

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
除
去
費
用
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
の
除
去
費
用
等
に
対
応
す
べ
き
収
益
の

獲
得
が
予
定
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
除
去
費
用
等
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
生
数
等
減
少
準
備
引
当
金
）

第
三
条
　
学
園
は
、
毎
会
計
年
度
末
に
お
い
て
、
当
該
会
計
年
度
当
初
に
学
園
が
予
定
し
た
授
業
料
収
入
額
（
履
修

科
目
と
し
て
登
録
さ
れ
た
単
位
数
の
合
計
に
放
送
大
学
が
定
め
た
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
を
乗
じ
た
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
、
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
授
業
料
収
入
額
が
増
加
し
た
と
き
は
、

そ
の
増
加
し
た
額
を
学
生
数
等
減
少
準
備
引
当
金
（
以
下
「
引
当
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
引
当
金
は
、
前
会
計
年
度
の
経
常
費
用
を
十
二
で
除
し
た
額
（
百
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
上
限
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
会
計
年
度
の
経
常
費
用
を
十
二
で
除
し
た
額
が
、
前
会

計
年
度
の
引
当
金
の
額
を
下
回
る
と
き
は
、
前
会
計
年
度
の
引
当
金
の
額
を
も
っ
て
当
該
会
計
年
度
の
引
当
金
の

額
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
引
当
金
は
、
会
計
年
度
当
初
に
学
園
が
予
定
し
た
授
業
料
収
入
額
よ
り
、
会
計
年
度
末
に
お
け
る
授

業
料
収
入
額
が
減
少
し
た
と
き
の
減
少
し
た
額
の
補
て
ん
に
充
て
る
場
合
を
除
い
て
は
、
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な

い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
成
立
の
際
の
会
計
処
理
の
特
例
）

第
二
条
　
学
園
の
成
立
の
際
法
附
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
学
園
に
拠
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
財
産
の
う

ち
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
学
生
数
等
減
少
準
備
引
当
金
の
上
限
の
特
例
）

第
三
条
　
学
園
の
平
成
十
五
会
計
年
度
末
に
お
け
る
引
当
金
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
放
送
大
学
学
園
に
お
け
る
平
成
十
四
事
業
年
度
の
決
算
の
経
常
費
用

を
十
二
で
除
し
た
額
（
百
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
上
限
と
す
る
。

２
　
学
園
の
平
成
十
六
会
計
年
度
末
に
お
け
る
引
当
金
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
放
送
大
学
学
園
に
お
け
る
平
成
十
五
事
業
年
度
の
決
算
の
経
常
費
用
に
学

園
の
平
成
十
五
会
計
年
度
の
決
算
の
経
常
費
用
を
加
え
十
二
で
除
し
た
額
（
百
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
上
限
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
一
四
日
文
部
科
学
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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